
土砂災害の種類と特徴
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・土砂災害は発生場所や時間の予測が難しく，河川の水位上昇のような見た目に
分かりやすい指標がない

・突発的に発生し，人的被害や建物の損壊が発生しやすい

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
・こちらは土砂災害の被害について内閣府でまとめているデータです・この表の各土砂災害について黒色が屋外，白色が屋内で被害に遭われた方の割合を示しています。・他の災害に比べて，土砂災害は屋内犠牲者が多いことが見て分かると思います。・土砂災害による被害は，家屋を壊すほど激甚的な場合があり，屋内にいても安全とはいえないため，安全な場所へ避難することが重要です。・また，右の円グラフを見て頂きますと，自然災害の中で土砂災害を起因とした犠牲者の割合は全体の約4割となっており，他の自然災害よりも多くを占めています。



台風19号による土砂災害発生状況

土砂災害発生件数

952件
土石流等 ： 407件
地すべり ： 44件
がけ崩れ ： 501件

【被害状況】
人的被害：死者 16名

：行方不明者 1名
：負傷者 10名

人家被害：全壊 55戸
半壊 62戸
一部損壊 271戸

ふじおか かみひの

群馬県藤岡市上日野
にほんまつ どうめき

福島県二本松市百目木土石流等 がけ崩れ

死者：2名
全壊：1戸

一部損壊：20戸

しもへいやまだまちふなこし

岩手県下閉郡山田町船越土石流等

地すべり
死者：3名、負傷者：3名
全壊：1戸、半壊：5戸

とみおか たくみ

群馬県富岡市内匠

死 者：1名
負傷者：2名
全 壊：5戸

さがみはら みどり まきの

神奈川県相模原市緑区牧野がけ崩れ

みやこ しらはま

岩手県宮古市白浜土石流等

全壊：7戸
半壊：1戸
一部損壊：12戸

いぐ まるもりまち

宮城県伊具郡丸森町土石流等

死 者 ：4名
行方不明者：1名宮城県では、土砂災害 254 件発生

出典：国土交通省 令和元年台風第１９号に伴う土砂災害の概要
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
・次に今年、令和元年東日本台風により全国で発生した土砂災害をご紹介します。・令和元年台風19号に伴う土砂災害は、１つの台風がもたらしたものとしては、件数、規模ともに当時過去最大を記録しました。・過去10年間で100件以上の土砂災害が発生した台風災害は、平均約200件ですが、それを大幅に上回る952件の土砂災害が発生しました。・うち宮城県では254件の土砂災害が発生し、丸森町を中心に多数の人的被害・人家被害をもたらしました。・東日本を中心に土砂災害が同時多発し、一つ一つの土砂災害の被害が広範に渡っていました。
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・要配慮者利用施設における避難確保計画及び計画に基づく避難訓練

の実施を施設管理者等へ義務づけ
平成29年6月

一部改正

・基礎調査の実施および土砂災害警戒区域等の指定による危険の周知
・土砂災害警戒区域における警戒避難体制の整備
・土砂災害特別警戒区域における住宅等の新規立地の抑制等

平成13年4月１日
土砂災害防止法施行

・土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設への情報伝達、土砂災害
ハザードマップの配布等を義務付け

平成17年7月１日
一部改正

・大規模な土砂災害が急迫している場合における緊急調査の実施
・被害の想定される区域・時期の情報(土砂災害緊急情報)を市町村へ

通知、一般へ周知

平成23年5月１日
一部改正

・基礎調査結果の速やかな公表
・避難経路を市町村地域防災計画に位置づけるなど、警戒避難体制

の強化・充実
・土砂災害警戒情報の市町村への通知、一般への周知を義務づけ

平成27年1月18日
一部改正

平成11年6月広島市，呉市等における集中豪雨で土砂災害により死者3１名

平成16年台風等による土砂災害が相次ぎ、高齢者等防災上配慮を要する者の被災が顕著

平成20年岩手・宮城内陸地震で多数河道閉塞が発生

平成26年8月広島市北部における集中豪雨で土砂災害により死者74名

平成28年8月岩手県岩泉町の高齢者グループホームが河川の氾濫により被災、死者9名
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土砂災害防止法の沿革

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
こちらは土砂災害防止法の改正経緯です。広島での災害を契機に平成１３年４月に法律が施行されて以降，大規模な災害の反省から何度か改正がされてきています。近年では，平成２８年の豪雨により，岩手県の高齢者グループホームで９名の方が亡くなった災害を受け，土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設管理者に対し避難確保計画の作成が義務化されました。



土砂災害警戒区域 （法第７条）

都道府県知事は、土砂災害が発生した場合、住民等の生命又は身体に
危害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域で、当該区域におけ
る土砂災害を防止するために警戒避難体制を特に整備すべき土地の区域
として政令で定める基準に該当するものを、土砂災害警戒区域として指
定することができる。
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土砂災害特別警戒区域 （法第９条）

都道府県知事は、警戒区域のうち、土砂災害が発生した場合、建築
物に損壊が生じ住民等の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれが
あると認められる土地の区域で、一定の開発行為の制限及び居室を有
する建築物の構造の規制をすべき土地の区域として政令で定める基準
に該当するものを、土砂災害特別警戒区域として指定することができ
る。

土砂災害防止法の概要

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
この土砂災害防止法に基づき，県では県内の土砂災害の恐れがある箇所を対象に基礎調査を行い，土砂災害警戒区域等の指定を行っています。土砂災害警戒区域のうち，土砂災害により建物が壊れるなどの著しい被害が生じる恐れのある区域は「土砂災害特別警戒区域」として区別し，指定しています。



土砂災害警戒区域 （イエローゾーン）

土砂災害による被害を防止・軽減するため、危険の周知、

警戒避難体制の整備を行う区域

 警戒避難体制の整備、ハザードマップの配布【市町村】

 要配慮者利用施設における避難確保計画の作成等【施設管理者等】
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土砂災害特別警戒区域 （レッドゾーン）

避難に配慮を要する方が利用する要配慮者利用施設等が、新たに土

砂災害の危険性の高い区域に立地することを未然に防止するため、

開発段階から規制していく必要性が特に高いものに対象を限定し、

特定の開発行為を許可制とする制限や建築物の構造規制を行う区域。

 特定開発行為に対する制限、建築物の移転等の勧告【県】

 建築物の構造規制【県または市町村】

土砂災害特別警戒区域 （レッドゾーン）

土砂災害警戒区域 （イエローゾーン）

警戒避難体制の
整備

新規立地抑制

土砂災害警戒区域等の指定

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
・土砂災害警戒区域（イエローゾーン）は土砂災害による被害を防止・軽減するため、危険の周知、警戒避難体制の整備を行う区域　としています。・この区域では、住民の方々に土砂災害の危険性を周知し、いざという時に適切な避難行動をとることができるよう、市町村において警戒避難体制の整備やハザードマップの配布を行うこととされています。・また、要配慮者利用施設の管理者は、避難確保計画の作成や避難訓練の実施が義務付けられます・次に土砂災害特別警戒区域（レッドゾーン）は、避難に配慮を要する方が利用する要配慮者利用施設等が、新たに土砂災害の危険性の高い区域に立地することを未然に防止するため、開発段階から規制していく必要性が特に高いものに対象を限定し、特定の開発行為を許可制とする制限や建築物の構造規制を行う区域　としています。・特別警戒区域は、土砂により建物が損壊するほどの力がかかる範囲を指定していることから、建物の立地抑制が指定の目的となります。



土砂災害警戒区域の指定基準
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○ 土石流 ○ 急傾斜地の崩壊 ○ 地すべり

警 戒 区 域(イエロー）
扇頂部から下方､土地の勾配が2度未満
になる地点まで想定する流下方向から左
右30°の広がりの範囲
※明らかに土砂等が到達しない領域は除く

警 戒 区 域（イエロー）
上端側:急傾斜地上端から10m，下端側:急
傾斜地下端から２ｈ (ただし最大50m)となる
範囲

※明らかに土砂等が到達しない領域は除く

警 戒 区 域（イエロー）
地滑り区域:地滑りしている区域又は恐れのあ
る区域
隣接する区域:地滑り区域下端から区域の長
さまでの区域 (ただし最大250m)となる範囲
※明らかに土砂等が到達しない領域は除く

特別警戒区域（レッド）
建築物の耐力＜土石等が建築物等に作用する力となる範囲
※大臣告示式による計算

特別警戒区域（レッド）
建築物の耐力＜土石等により建築物等に作用する力とな
る範囲(下端から最大60m)

※大臣告示式による計算

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
こちらが土砂災害警戒区域の指定のイメージです。土砂災害警戒区域については、斜面勾配や高さ等の地形要件を満たした場合に区域が設定されそのうち土砂等が到達した場合に対策していない人家等の建物が壊れると想定される範囲が土砂災害特別警戒区域となっております。土石流・がけ崩れ（急傾斜地の崩壊）・地すべりのそれぞれの指定基準については，スライドを参考程度にご覧下さい。
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土砂災害警戒区域等の確認方法

 県内の土砂災害警戒区域等については、宮城県のホームページから確認すること
が出来ます。

宮城県ホームページから抜粋

https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/sabomizusi/kasyo.html

宮城県ホームページから抜粋

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域については、宮城県防災砂防課のホームページで確認できます。県ホームページでは市町村毎のページに指定されている全ての区域の告示図書を掲載しています。



参考：土砂災害警戒区域について（急傾斜地の崩壊 １/2）
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
こちらが実際に掲載している告示図書の例となっています。一枚目におおよその位置図があり、二枚目に詳細の区域の範囲を示しています。所在地は代表地を表記しているため、検索の際は、隣接地域が所在地として記載されている図書も併せてご確認下さい。



参考：土砂災害警戒区域について（急傾斜地の崩壊 2/2）

土砂災害警戒区域

土砂災害特別警戒区域
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
黄色の線で囲まれた範囲が土砂災害警戒区域，赤色の線で囲まれた範囲が土砂災害特別警戒区域の表示となっています。



参考：土砂災害警戒区域について（土石流）

土砂災害警戒区域

土砂災害特別警戒区域
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
こちらは土石流の土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の範囲を占める告示図書です。



宮城県

スパート復興総仕上げ復興総仕上げ復興総仕上げ スパートスパート

２－２ ハザードマップについて
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
次に、水害ハザードマップと土砂災害ハザードマップについて説明いたします。
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洪水浸水想定区域図と水害ハザードマップ

○ 国又は都道府県が指定・公表した洪水・内水・高潮等の浸水想定区域をもとに、市町
村が洪水予報等の伝達方法や避難場所等も記した水害ハザードマップを作成・周知し
ている。

＜水害ハザードマップ（市町村）＞＜洪水浸水想定区域図（国、県）＞

＜洪水浸水想定区域の指定＞
浸水が想定される区域、その水

深及び浸水継続時間等
⇒官報等により公表
⇒関係市町村に通知

＜ハザードマップの周知＞
市町村地域防災計画に以下を位置づけ、
浸水想定区域とあわせて住民等に周知
洪水予報及び水位到達情報の伝達方

法
避難施設その他の避難場所及び避難

路その他の避難経路に関する事項
避難訓練の実施に関する事項
浸水想定区域内にある地下街等、要

配慮者利用施設、大規模工場等の名
称及び所在地 等

・洪水の規模は、想定最大であるが、気候変動を踏まえるといつ
発生するかわからない。

・地域によっては、洪水より高潮による被害が甚大な場合がある。 提供：国土交通省

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
・水害リスクについては、国や都道府県などの河川管理者が指定した「浸水想定」を基に、「浸水想定区域」に指定された市町村がそれぞれ「水害ハザードマップ」を作成し、　住民の皆様にその危険性についてご理解いただけるよう、周知を図っているところです。・洪水や高潮の規模は、想定される最大規模のものが基本となっております。
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ハザードマップと水害発生位置の関係

〇多くの被災事例では、事前に災害リスクが洪水ハザードマップ等で公表されていた。
〇平成30年7月豪雨で被災した岡山県倉敷市真備地区の浸水範囲は、ハザードマップ
で示されている洪水浸水想定区域と概ね一致。

〇多くの方が屋内で被災し、浸水深が深く垂直避難が困難であった可能性がある。

浸水推定段彩図（地理院地図(電子国土Web) 平成30年7月豪雨 浸水推定段彩
図空中写真判読版）、倉敷市真備ハザードマップ（倉敷市洪水・土砂災害ハザー
ドマップ(平成28年8月作成、平成29年2月更新)）をもとに内閣府にて作成

：ハザードマップで示されている浸水想定区域

倉敷市真備地区の浸水状況とハザードマップとの比較

住民自ら行動できるよう、事前に土地の水害リスク情報を把握することが重要

提供：国土交通省

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
・ハザードマップに書かれている洪水や高潮の範囲は「想定される最大規模」が基本となっているため、被害発生をイメージすることが難しいかもしれませんが、昨年の西日本豪雨で大きな被害を受けた岡山県倉敷市真備地区では、実際の浸水範囲がハザードマップで示されている洪水浸水想定区域と概ね一致していることから、ハザードマップのような被害が実際に起こりうるということがお分かり頂けるかと思います。・また、このような災害は「いつ」、「どこで」発生するか分からないことから、ハザードマップ等を事前に確認し、住む土地の水害リスクを予め把握しておくことが非常に重要です。
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土砂災害ハザードマップ

土砂災害ハザードマップには、以下の項目を記載することが必要（土砂災害防
止法施行規則第5条）
⇒土砂災害警戒区域等、土砂災害の発生原因となる自然現象を表示した図面に、
・情報の伝達方法 ・避難施設その他の避難場所 ・避難路その他の避難経路
・その他円滑な警戒避難を確保する上で必要な項目

出典：気仙沼市土砂災害ハザードマップ（気仙沼地区）
（http://www.kesennuma.miyagi.jp/sec/s009/010/010/010/070/1205812284635.html）

出典：美里町土砂災害ハザードマップ（土砂災害警戒区域）
（http://www.town.misato.miyagi.jp/17bousai/index.html）

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
次に土砂災害ハザードマップについて説明します。土砂災害ハザードマップには土砂災害警戒区域等の位置、土砂災害の発生原因となる自然現象（土石流・がけ崩れ・地滑り）を表示した図面に、情報の伝達方法，避難施設その他の避難場所，避難路その他の避難経路，その他円滑な警戒避難を確保する上で必要な項目を記載することが必要とされています。参考で，美里町さんと気仙沼市さんのハザードマップをつけさせていただきました。
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浸水想定区域・土砂災害警戒区域は加美町の防災マップからも確認できます。

ハザードマップを確認しましょう！

出典：加美町HP
http://www.town.kami.miyagi.jp/index.cfm/7,374,48,156,html

ハザードマップ
（全体図：防災マップP13-14、詳細図：防災マップP15-48)

土砂災害警戒区域

浸水想定区域

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
加美町の水害ハザードマップ及び土砂災害ハザードマップは防災マップから確認ができます。防災マップは加美町ホームページにも掲載しておりますので、施設周辺のマップを一度ご確認下さい。



宮城県

スパート復興総仕上げ復興総仕上げ復興総仕上げ スパートスパート

２－３ 警戒レベルと避難・防災情報
について
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
次に、警戒レベルと避難情報、防災情報について説明いたします。
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警戒レベル 住民が取るべき行動

住民に行動を促す情
報

住民が自ら行動をとる際の判断に参考となる情報
（警戒レベル相当情報）

避難情報等

洪水に関する情報

土砂災害に関する情報
水位情報が
ある場合

水位情報が
無い場合

警戒レベル５ 既に災害が発生している状
況であり、命を守るための
最善の行動をとる。

災害発生情報※１
※１可能な範囲で発
令

氾濫発生情報 大雨特別警
報（洪水
害）

大雨特別警報（土砂災害）

警戒レベル４ ・指定緊急避難場所等への
立退き避難を基本とする避
難行動をとる。
・災害が発生するおそれが
極めて高い状況等となって
おり、緊急に避難する。

・避難勧告
・避難指示（緊急）
※２
※２緊急的又は重ね
て避難を促す場合に
発令

氾濫危険情報 洪水警報の
危険度分布

土砂災害警戒情報
土砂災害に関するメッシュ情報（非
常に危険）
土砂災害に関するメッシュ情報（極
めて危険）

警戒レベル３ 高齢者等は立退き避難する。
その他の者は立退き避難の
準備をし、自発的に避難す
る。

避難準備・高齢者等
避難開始

氾濫警戒情報 洪水警報
洪水警報の
危険度分布
（警戒）

大雨警報（土砂災害）
土砂災害に関するメッシュ情報（警
戒）

警戒レベル２ 避難に備え自らの避難行動
を確認する。

洪水注意報
大雨注意報

氾濫注意情報 洪水警報の
危険度分布
（注意）

土砂災害に関するメッシュ情報（注
意）

警戒レベル１ 災害への心構えを高める。 警報級の可能性

住民の皆さんに避難情報や防災情報をお知らせする際の伝え方が統一されました。

内閣府では、平成３１年３月に「避難に関するガイドライン」が改定され、
避難に関する情報と防災に関する情報との関係が明確化されました。

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
令和元年度から，気象庁において，大雨時の避難行動の目安となる「警戒レベル」というものが導入されました。　今までは，市町村から発表される「避難勧告」や「避難準備・高齢者等避難開始」といった情報と，気象庁などが発表する「大雨警報」や「土砂災害警戒情報」など，情報が多様で，住民の方が「いつ」「どのような」行動をすべきかが分かりにくい状況になっていました。今回の見直しでは，市町村が発表する避難情報と，防災気象情報を「警戒レベル」という５段階の指標に当てはめ，「どのレベル」で「どんな行動」を取るべきかが整理されました。次のページでもう少し見やすく説明します。
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警戒レベルとは
住民が取るべき行動（住民）と行動を住民等に促す情報（市町村）である

避難勧告等が直接関連づけられている。
警戒レベル相当情報とは
国・県等が発信する防災情報が警戒レベルのどのランクに相当するかを住

民や市町村にお知らせする情報
市町村は、この情報等から判断して避難勧告を発令する。

警戒レ
ベル

住民がとるべき行動 市町村が発表する避難情報
など

国や県が発表する防災情報

５ 命を守る最善の行動を 災害の発生情報 氾濫発生情報
大雨特別警報

４ 全員退避 避難勧告
避難指示(緊急)

氾濫危険情報
土砂災害警戒情報

３ 避難準備
時間のかかる人は避難

避難準備・高齢者等
避難開始

氾濫警戒情報
大雨警報（土砂災害）

２ 避難行動の確認 注意報 氾濫注意情報
１ 災害への心構えを高める 早期注意情報

警戒レベルと警戒レベル相当情報の関係

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
・警戒レベル１と２は，気象予報で大雨予想となっているときや，氾濫警戒情報、大雨注意報が出ているときに気象台から発表されます。気象情報を確認いただいたり，避難場所を確認するなど，避難への心構　　　えをしていただくこととなります。・次に，警戒レベル３は，市町村から避難準備情報や高齢者避難開始の情報が発表されるタイミングで出されます。　気象情報としては，氾濫危険情報や大雨警報，気象庁の出している土砂災害危険度が「警戒」判定となった時が，この警戒レベル３に相当します。　警戒レベル３では，ご高齢の方やお子さんなど，避難するのに時間がかかる方が避難を開始するタイミングとなります。・次に，警戒レベル４は，市町村から避難勧告や避難指示が発表されるタイミングで出されます。　このレベルでは，対象となった地域の方全員が避難を開始することとなります。・市町村によって，こちらの警戒レベル３・４の導入時期は異なるかと思いますが，レベル分けについて頭に入れておいていただければと思います。



宮城県

スパート復興総仕上げ復興総仕上げ復興総仕上げ スパートスパート

２－４ 避難方法について
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
次に、避難方法についてご説明いたします。
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水平避難
土砂災害警戒区域や浸水想定区域にある場所から避難所

や近隣の高台などに避難する（原則）

垂直避難
浸水想定区域に施設が立地しているが、想定浸水深より

高い位置に避難が可能な場合あるいは避難前に浸水が生じ
てしまったケースを想定して、 施設の屋上や上層階へ避
難する

※土砂災害は建物の損壊の恐れがあるため水平避難が基本。外出が危険な
場合は屋内の安全な場所で待機。

水平避難と垂直避難

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
災害時の避難方法は2種類あります。水害・土砂災害などの災害の恐れがあるときには建物から離れ、避難所や近隣の高台などに避難する水平避難が原則です。避難前に浸水が生じてしまった場合や、浸水想定区域に立地しているものの、想定される浸水の深さよりも高い位置に避難が可能な構造となっている施設については，施設の屋上や上層階に避難する垂直避難という方法があります。土砂災害の場合は建物の損壊の恐れがあることから水平避難を基本とし、外出が危険な場合には、最低限のリスク回避として、施設内での屋内安全確保となる場合もあります。



浸水深とその目安

・5.0m:建物 2 階が水没。3 階床面が浸水する可能性有り
・3.0m:建物 2 階床面が浸水 日本の二階建て家屋は概ね3.0m以上
・0.5m:建物 1 階床上浸水

氾濫時は 0.5m の水深でも避難が困難! !

※出典：「洪水ハザードマップ 作成の手引き」（国土交通省）

浸水深

避難行動パターン

水平避難

垂直避難

39

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
想定される浸水の深さ（浸水深）に応じた避難方法の選択目安についてご説明します。想定浸水深5.0mの区域では建物 2 階が水没し、3 階床面が浸水する可能性があります。想定浸水深3.0mの区域は建物 2 階床面が浸水します。日本の二階建て家屋は概ね3.0m以上です。想定浸水深0.5mの区域では建物 1 階が床上浸水します。避難方法は水平避難が基本となりますが、想定浸水深が0.5m未満の場合や、想定される浸水の深さよりも高い位置に避難が可能な施設構造となっている場合には、垂直避難を検討します。氾濫時には水の勢いが強く浸水深0.5m未満の浸水であったとしても大人でも歩行が困難になるため、浸水が始まる前に水平避難をしたり、今いる場所で垂直避難を選んだりすることが大切です。
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